
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 山形県立保健医療大学 
設置者名 公立大学法人山形県立保健医療大学 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

保健医療学部 

看護学科 
夜 ・

通信 

0 0 

34 34 13  

理学療法学科 
夜 ・

通信 
22 22 13  

作業療法学科 
夜 ・

通信 
25 25 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/risyu/syllabus.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 山形県立保健医療大学 
設置者名 公立大学法人山形県立保健医療大学 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.yachts.ac.jp/off/media-download/2144/eda3e0ebbb1ba972/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 弁護士 
2024.4.1～ 

2026.3.31 
経営に関すること 

非常勤 社会医療法人理事長 
2024.4.1～ 

2026.3.31 

教育・地域貢献・連

携に関すること 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 山形県立保健医療大学 

設置者名 公立大学法人山形県立保健医療大学 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

（１）授業計画書の作成課程 

  ・ 毎年 11月上旬に、本学教育推進委員会において「シラバス作成の手引き」※

を策定した上で、各教員に授業計画書作成等を依頼し、事務局においてとりま

とめる。 

    ※「シラバス作成の手引き」：読み手側の学生にとって分かり易い内容で提

示・公表を行うため、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価方法・基

準その他の記載が必要な事項について定めたもの。 

 

（２）授業計画書の作成・公表時期 

  ・ 前年度３月中に作成し、新年度４月早々に公表している。 

授業計画書の公表方法 https://www.yachts.ac.jp/faculty/risyu/syllabus.html 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
学修成果の評価は、各授業科目の担当教員が定期試験の成績・平素の成績等を総合

し、次の基準に基づき実施している。 

 この評価については半期（前期・後期）ごとに実施しており、教授会での承認を得

た上で、単位認定している。 

 

評 価 点   数 判 定 

Ａ 100点～90点 
合 格 

Ｂ 89点～80点 

Ｃ 79点～70点 

Ｄ 69点～60点 

Ｆ 59点以下 不合格 
 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

（１）ＧＰＡの算出方法 

上記２の学修成果の評価に対して、グレード・ポイント（以下「ＧＰ」と表記。）

を設定し、不合格の授業科目を含めて、履修登録した授業科目のＧＰの平均(以

下「ＧＰＡ」と表記。)を算出し、総合成績の評価を行っている。 

なお、不合格となった科目を再履修した場合は、再履修による成績をＧＰＡの

対象とする。 

本学におけるＧＰＡは、毎年度始めに履修登録した授業科目を対象として算出

した学期ＧＰＡ及び入学後に履修登録した全授業科目を対象として算出した累

積ＧＰＡを算出している。 

 

 

   

 

 

 

※ＧＰＡは、次の計算式により、学期毎に算出（小数第３位を四捨五入） 

     (履修した授業科目のＧＰ×その授業科目の単位数)の総和 

履修登録した授業科目の単位数の総和 

 

（２）ＧＰＡ算出の実施状況 

   上記（１）のあらかじめ設定した算出方法により、前期の評価結果に対して算

出し、後期の学習指導に活用している。また、後期終了後に後期分及び通年分の

評価結果に対して算出し、適切な成績分布状況を把握している。 

判 定 合      格 不合格 

評 価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ 

Ｇ  Ｐ ４ ３ ２ １ ０ 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.yachts.ac.jp/faculty/risyu/tani.html 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

〇 看護学科ディプロマ・ポリシー 

看護学科の教育理念に基づき、所定の単位を修得し、次の能力を身につけた学生に

学士（看護学）の学位を授与する。 

１．看護の対象となる人々に関心を寄せ、誠実さと思いやりの態度を身につけ、自己

の看護観を表現できる（看護観） 

２．人間の尊厳を理解し、倫理観に基づき責任ある行動がとれる（倫理） 

３．根拠に基づいた看護実践能力の基礎を身につけている（知識・技術） 

４．保健医療福祉チームや地元住民など、多様な人々と連携・協働する基礎能力を身

につけている（協働） 

５．地域の保健医療福祉に関心をもち、看護専門職として人々の健康や生活を向上す

る意欲をもつ（地元創成） 

６．国内外の文化を理解し、多様な観点から健康や生活を考察できる（多様性・柔軟

性） 

７．知的好奇心を持ち、継続的にものごとに取り組み、看護専門職として向上する意 

欲がある（研鑽） 

ＧＰＡ＝  

［学修成果の評価に対するＧＰ］ 



  

〇 理学療法学科ディプロマ・ポリシー 

理学療法学科の教育理念に基づき、所定の単位を修得し、次の能力を身につけた

学生に学士（理学療法学）の学位を授与する。 

１．人の尊厳と多様な価値観を理解し、高い倫理観をもって健康を支援していく能

力を有している。 

２．理学療法士として必要な専門的知識と技術を修得し、人の身体機能上の問題に

対して、根拠に基づく論理的思考をもって解決する能力を有している。 

３．人を支援する専門職の一員として自己の責任を自覚し、多職種間の信頼関係を

構築し、協働する能力を有している。 

４．国際的な広い視野から問題を捉え、解決する意欲と能力を有している。 

５．知識と技術の向上のために、自ら学び、鍛錬する意欲と能力を有している。 

６．医学の進歩と社会システムの複雑化を見据え、自己の専門性を発揮して地域社

会に貢献する意欲と能力を有している。 

 

〇 作業療法学科ディプロマ・ポリシー 

本学学則所定の作業療法学科教育課程の卒業単位を修得し、教育目標を達成でき

たと判断できる以下の学生に学士（作業療法学）の学位を授与する。 

１．対象者をはじめ協働する職種と良好な人間関係を構築することができる人間性

豊かなコミュニケーション能力を有し、専門職として責任のある行動ができる。 

２.人間を身体的・精神的・社会的側面から総合的に理解する専門的な思考法を身に

付け、作業療法を医療機関や福祉施設のみならず、対象者が生活する地域の中で

実践できる。 

３．対象者の心身機能・活動・参加という生活機能全体を、対象者を取り巻く環境

にも目を向けながら、科学的・創造的に思考し探求できる。 

４．多様な価値観や国際化につながる視野を有する専門職として、他の専門職およ

び関わる人々と連携しながら保健・医療・福祉の向上に寄与できる。 

５．卒業後、対象者の生活を総合的に支える人材として活動できる。 

 

〇 卒業要件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外国語科目から５単位を選択しなければならない 

区      分 

看護学科 

平成 27 年度以降入学

～令和３年度入学 

総
合
基
礎
教
育
科
目 

人間の理解 ４単位 

生命科学・健康の理解 
５単位 

（うち必修３単位） 

社会・環境の理解 ４単位 

文化・コミュニケーションの

理解 
７単位※ 

上記に算入するもののほか

すべての選択科目から 
３単位 

専
門
教
育 

科
目 

専門基礎科目 
20 単位 

（うち必修 20 単位） 

専門科目 
96 単位 

（うち必修 79 単位） 

上記に算入するもののほかすべて

の選択科目から 
 

合         計 139 単位 



  

 
※助産師選択は「母子保健医療システム論（２単位）」を、保健師選択は「相互理解連携論（１単

位）」と「まちづくり看護論（２単位）」を、必ず選択する必要があります。 

 

 

〇 卒業判定の手順 

 ２月上旬～ ・事務局において学修成果の評価とりまとめ 

       ・各学科において卒業判定協議 

・本学教育推進委員会において承認 

 ３月上旬  ・教授会で議決（承認） 

区      分 

理学療法 

学科 

作業療法 

学科 

令和２年度以降入学 

総
合
基
礎
教
育
科
目 

科学的思考の基盤 
９単位 

（うち必修７単位） 

６単位 

（うち必修４単位） 

人間と生活 ６単位 
６単位 

（うち必修２単位） 

社会の理解 
４単位 

（うち必修２単位） 

６単位 

（うち必修２単位） 

語学 ４単位 ４単位 

専
門
教
育 

科
目 

専門基礎科目 
32 単位 

（うち必修 31 単位） 

32 単位 

（うち必修 31 単位） 

専門科目 
75 単位 

（うち必修 69 単位） 

76 単位 

（うち必修 76 単位） 

合         計 130 単位 130 単位 

区      分 
看護学科 

令和４年度以降入学 

総
合
基
礎
教
育
科
目 

基礎演習 
３単位 

（うち必修３単位） 

自然と人間 
４単位 

（うち必修２単位） 

社会と文化 ６単位 

語学 ５単位 

上記に参入するもののほかすべての選択科

目から 
３単位 

学際 
２単位 

（うち必修２単位） 

専
門
教
育 

科
目 

専門基礎科目 
25 単位 

（うち必修 24 単位） 

専門科目 
93 単位 

（うち必修 75 単位）※ 

合         計 141 単位 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.yachts.ac.jp/off/education/ 

 



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 山形県立保健医療大学 

設置者名 公立大学法人山形県立保健医療大学 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://www.yachts.ac.jp/off/media-

download/2765/13b28463459e4786/ 
収支計算書又は損益計算書 同上 
財産目録 （公立大学法人のため該当なし） 

事業報告書 
https://www.yachts.ac.jp/off/media-

download/2766/d125e8eef948abdd/ 

監事による監査報告（書） 
https://www.yachts.ac.jp/off/media-

download/2767/eaa098dbe8db0d9e/ 
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：公立大学法人山形県立保健医療大学年度計画 対象年度：令和７年度） 

公表方法：https://www.yachts.ac.jp/media-download/2782/15994382d2c91c89/ 

中長期計画（名称：公立大学法人山形県立保健医療大学中期計画 対象年度：令和３年度

～令和８年度） 

公表方法：https://www.yachts.ac.jp/media-download/465/18492ce6757b1b5f/ 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.yachts.ac.jp/off/announcement/entry-14.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：同３．（１） 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実

施に関する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 保健医療学部 

教育研究上の目的 

（公表方法：https://www.yachts.ac.jp/off/message/purpose.html）                  

（概要） 

「幅広い教養と豊かな人間性を備え、高度な知識と技術を持ち、専門職としての理念に基

づき行動できる人材を育成するとともに、地域に開かれた大学として保健医療に関する教

育・研究の成果を地域に還元し、もって、県民の健康と福祉の向上に寄与する」こと。 

卒業又は修了の認定に関する方針（公表方法：  

看護学科 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/ns/media-download/1923/ec306692ca3cc5a0/、

理学療法学科 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/pt/media-download/123/d9dc3e3232f045f4/、 

作業療法学科 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/ot/media-download/126/61d80e6ce2b42883/） 

（概要）〇 看護学科ディプロマ・ポリシー 

看護学科の教育理念に基づき、所定の単位を修得し、次の能力を身につけた学生に

学士（看護学）の学位を授与する。 

１．看護の対象となる人々に関心を寄せ、誠実さと思いやりの態度を身につけ、自己

の看護観を表現できる（看護観） 

２．人間の尊厳を理解し、倫理観に基づき責任ある行動がとれる（倫理） 

３．根拠に基づいた看護実践能力の基礎を身につけている（知識・技術） 

４．保健医療福祉チームや地元住民など、多様な人々と連携・協働する基礎能力を身

につけている（協働） 

５．地域の保健医療福祉に関心をもち、看護専門職として人々の健康や生活を向上す

る意欲をもつ（地元創成） 

６．国内外の文化を理解し、多様な観点から健康や生活を考察できる（多様性・柔軟

性） 

７．知的好奇心を持ち、継続的にものごとに取り組み、看護専門職として向上する意 

欲がある（研鑽） 

 

〇 理学療法学科ディプロマ・ポリシー 

 理学療法学科の教育理念に基づき、所定の単位を修得し、次の能力を身につけ た学

生に学士（理学療法学）の学位を授与する。 

１．人の尊厳と多様な価値観を理解し、高い倫理観をもって健康を支援していく能力

を有している。 

２．理学療法士として必要な専門的知識と技術を修得し、人の身体機能上の問題に対

して、根拠に基づく論理的思考をもって解決する能力を有している。 

３．人を支援する専門職の一員として自己の責任を自覚し、多職種間の信頼関係を構

築し、協働する能力を有している。 

４．国際的な広い視野から問題を捉え、解決する意欲と能力を有している。 

５．知識と技術の向上のために、自ら学び、鍛錬する意欲と能力を有している。 

６．医学の進歩と社会システムの複雑化を見据え、自己の専門性を発揮して地域社会 



  

に貢献する意欲と能力を有している。 

〇 作業療法学科ディプロマ・ポリシー 

本学学則所定の作業療法学科教育課程の卒業単位を修得し、教育目標を達成で 

きたと判断できる以下の学生に学士（作業療法学）の学位を授与する。 

１．対象者をはじめ協働する職種と良好な人間関係を構築することができる人間性豊

かなコミュニケーション能力を有し、専門職として責任のある行動ができる。 

２. 人間を身体的・精神的・社会的側面から総合的に理解する専門的な思考法を身に

付け、作業療法を医療機関や福祉施設のみならず、対象者が生活する地域の中で実

践できる。 

３．対象者の心身機能・活動・参加という生活機能全体を、対象者を取り巻く環境にも

目を向けながら、科学的・創造的に思考し探求できる。 

４．多様な価値観や国際化につながる視野を有する専門職として、他の専門職および

関わる人々と連携しながら保健・医療・福祉の向上に寄与できる。 

５．卒業後、対象者の生活を総合的に支える人材として活動できる。 

 

以上、学科ごとに定めた卒業（学位授与）の認定に関する方針や学生の修得単位数を

踏まえ、卒業（学位授与）を認定している。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： 

看護学科 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/ns/media-download/1926/207d5e1a174248be/、 

理学療法学科 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/pt/media-download/1925/d316f801eaa39685/、 

作業療法学科 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/ot/media-download/1928/de1c38560186ff1c/） 

（概要） 

〇 看護学科カリキュラム・ポリシー 

１．多様な知識、多様な文化や価値観を理解するため、「基礎演習」「自然と人間」

「社会と文化」「語学」「学際」から構成する総合基礎教育科目を設置する。「基礎

演習」は大学生としての学びの基盤形成を目指し、アカデミックリテラシー（必修）、

情報科学・情報リテラシー（必修）、問題解決思考（選択）の３科目を置く。「自然

と人間」「社会と文化」「語学」には知的好奇心に基づく選択ができる科目を置く。

「学際」には、地元創成に資するため、地元（やまがた）探究（必修）を置く。 

２．専門科目の基盤として必要な人間のこころと身体の機能・構造、保健医療福祉制

度等の社会の仕組みを理解する科目を専門基礎科目に設置する。とくに、倫理観に

基づく行動に資する生命医療倫理学、連携・協働に資する保健医療論、チーム医療

論を必修科目として置く。また、全ての学生が生殖遺伝学、基礎保健学、保健統計学

を必修で学ぶ。 

３．看護を実践するための基本となる能力、看護ケアの展開能力を修得する科目を「看

護の基盤科目群」「性と成育の看護科目群」「病と加齢の看護科目群」「メンタルと

コミュニティヘルスの看護科目群」として設置する。各科目群に看護学の専門領域

別の科目を配置し、それを効果的に修得するために概論、方法論等と実習を配置す

る。 

４．看護実践の中で研鑽する能力を修得する科目として、看護の発展科目群を設置す

る。そのうち、必修科目で構成される発展看護では、看護を統合的に捉える科目や

研究に資する科目を置く。選択科目で構成される看護特論では、多様性や地元創成

に資する科目を配置する。 

５．看護師、保健師、助産師それぞれの専門性と、相互の連携協働に関する必修科目を

２年次と３年次に配置する。 

 



  

〇 理学療法学科カリキュラム・ポリシー 

１．人間、生命・健康、社会・環境、文化・コミュニケーションへの理解を深めるた

め、総合基礎教育科目を設ける。 

２．専門科目の基盤として人体の構造、機能、病態を理解する科目と、障がいや社会福

祉を理解し、多職種間で協働する能力を養う科目を、専門基礎科目に設ける。 

３．理学療法の臨床および研究活動に必要な知識、技術、問題解決能力を修得するた

め専門科目を設ける。 

４．高度で専門的な内容に段階的に進めるよう、総合基礎教育科目・専門基礎科目・専

門科目の履修順序を体系的に編成する。 

５．学生の主体的な学習を促すために、講義、実技、演習、ゼミナール等の組み合わせ

を工夫し､科目に適した授業を編成する。 

６．国際的な視野から理学療法を捉える能力を身につけるため、英語文献や英文記述

を多用する｡ 

 

〇 作業療法学科カリキュラム・ポリシー 

１．作業療法の実践に必要な豊かな人間性と倫理性、基盤となる資質や能力を身につ

けるために､総合基礎教育科目を設ける。 

２．作業療法学を自ら探求する動機づけと継続的に学習する基盤づくりのために、専

門基礎科目を設ける。 

３．作業療法の基本的な思考・知識・技術・態度を修得するために、専門科目を設け

る。 

４．３年次まで教育課程で学んだ知識、技能、態度と作業療法過程を、実習施設におい

て指導者 による指導を受けながら作業療法の実践を行い、実践に適合した知識、技

能、態度の統合を達 成できるようにするために、臨床実習を設ける。 

５．主体的に科学的・創造的探求ができる能力を身につけるため、卒業研究を配置す

る。 

６．保健・医療・福祉などの各領域と連携、協働するための能力を身につけるために、

チーム医療論等を設ける。 

７．国際化につながる視野を広げ、海外での作業療法の実践に道をひらけるように、

世界作業療法士連盟の認定校の基準を満たす教育課程を編成する。 

入学者の受入れに関する方針 

（ 公 表 方 法 ： https://www.yachts.ac.jp/admission/faculty/overview/gakubu-

policy.html） 

（概要） 

山形県立保健医療大学では「幅広い教養と豊かな知識と技術を持ち、専門職としての理

念に基づき行動できる人材を育成する」ことを目的として、次の教育目標を掲げ、看護師、

保健師、助産師、理学療法士、作業療法士の国家資格取得につながる教育を行っています。 

〇教育目標 

・社会や人間の尊厳を理解し、人々と共感し適切に対応できる人間性豊かな人材の育成 

・科学的知識に裏付けられた高度な専門的技術と倫理的判断力を有する人材の育成 

・多様な保健医療専門職の役割を理解し、チーム医療に必要な諸能力を備え、実践できる

人材の育成 

・絶えざる向上意欲と自ら研究する姿勢を身につけ、課題の究明に創造的に取り組む人材

の育成 

・国際的視野を持ち活躍できる人材の育成 

・地域の保健医療の水準の向上に貢献できる人材の育成 

以上の教育目標に基づき、本学では次のような優秀な者を受け入れます。 

1.専門職に関心を持ち、必要な科学的知識・技術の習得および探求に意欲のある者 

 専門職として技術の進歩に関心を持ち、常に対象となる方に対して最善の方策を探求し



  

なければなりません。科学的知識・技術の習得に意欲がある者を求めます。 

2.高い専門的知識・技術の習得に必要な基礎的学力を備えている者 

 高い専門的知識・技術の習得のためには、基礎的な学力が必要とされます。専門的な知

識・技術の習得に必要な水準の学力を備えている者を求めます。 

3.他者とよい人間関係を作るためのコミュニケーション能力を備えている者 

 対象者やその家族、チーム医療を担う他の専門職に対して、コミュニケーションをとる

必要があります。言語的コミュニケーションのみならず、非言語的なコミュニケーション

（表情、態度など）が取れる能力、よい人間関係をつくれる力を備えている者を求めます。 

4.常に社会の変化に関心を持ち、専門職として社会に貢献する意欲のある者 

身近な地域から国際社会まで幅広く関心を持ち、専門職として社会に貢献する意欲がある

者を求めます。 

5. 多様な価値観を尊重できる者 

  専門職として様々な年代、健康状態、社会経済的背景および文化的背景を持つ人々に

接する機会が多くあります。多様な価値観を尊重することができる者を求めます。 

6.論理的に思考し表現・行動できる者 

 対象者やその家族、チーム医療を担う他の専門職に対して、筋の通った自己の考えを言

語化、文章化して表現する必要があります。そのために論理的に思考し表現・行動でき

る者を求めます。 

編入学生には上記に加え、専門領域に関する優れた基礎学力を有し、学習習慣が確立して

いる人を求めます。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.yachts.ac.jp/off/outline/ 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1 人 － 1 人 

看護学科 － 10 人 6 人 3 人 10 人 1 人 30 人 

理学療法学科 － 5 人 2 人 4 人 1 人 0 人 12 人 

作業療法学科 － 5 人 3 人 2 人 2 人 0 人 12 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

人 82 人 82 人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法： 

看護学科 https://www.yachts.ac.jp/faculty/ns/#nsTeacher 

理学療法学科 https://www.yachts.ac.jp/faculty/pt/#ptTeacher 

作業療法学科 https://www.yachts.ac.jp/faculty/ot/#otTeacher 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

・ＦＤ活動に関する東日本の大学間ネットワーク「ＦＤネットワーク“つばさ”」の協議会出席、“つば

さ”事業の教職員周知を通して、ＦＤ活動に関する新しい動向を踏まえた取り組みを推進した。 

・「『組織運営とリスクマネジメント』～できない理由の前にやり方を考える～」「学生の主体的学習に

向けた UNIPA 活用方法」「災害リハビリテーション支援‐やまがた JRAT の経験から‐」をテーマにした

3 回の FD・SD 研修会を開催し、今日の大学及び大学院教育に必要な能力の向上を図った。  

・学生への授業評価アンケートや教員相互による授業評価を活用し、授業の質の向上を図った。 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

保健医療学部 103 人 103 人 100％ 420 人 415 人 98.8％ 4 人 0 人 

合計 103 人 103 人 100％ 420 人 415 人 98.8％ 4 人 0 人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数・修了者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数・修了者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

保健医療学部 
107 人 

（100％） 

6 人 

（5.6％） 

101 人 

（94.4％） 

0 人 

（0％） 

合計 
107 人 

（100％） 

6 人 

（5.6％） 

101 人 

（94.4％） 

0 人 

（0％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

○進学先：山形県立保健医療大学大学院、新潟大学養護教諭特別別科 ほか 

○就職先：山形県病院事業局、社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 ほか 



  

（備考） 

 

 

c.修業年限期間内に卒業又は修了する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載

事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業・修了者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

保健医療学部 
103 人 

（100％） 

101 人 

（98.1％） 

2 人 

（1.9％） 

0 人 

（0％） 

0 人 

（0％） 

合計 
103 人 

（100％） 

101 人 

（98.1％） 

2 人 

（1.9％） 

0 人 

（0％） 

0 人 

（0％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

（１）授業計画書の作成課程 

  ・ 毎年 11 月上旬に、本学教育推進委員会において「シラバス作成の手引き」を策

定した上で、各教員に授業計画書作成等を依頼し、事務局においてとりまとめる。 

  

（２）授業計画書の作成・公表時期 

  ・ 前年度３月中に作成し、新年度４月早々に公表している。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

〇 学修の成果に係る評価基準 

学修成果の評価は、各授業科目の担当教員が定期試験の成績・平素の成績等を総合し、

次の基準に基づき実施している。この評価については半期（前期・後期）ごとに実施して

おり、教授会での承認を得た上で、単位認定している。 

 

評 価 点   数 判 定 

Ａ 100点～90点 
合 格 

Ｂ 89点～80点 

Ｃ 79点～70点 

Ｄ 69点～60点 

Ｆ 59点以下 不合格 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

〇 卒業の認定に当たっての基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 外国語科目から５単位を選択しなければならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区      分 

看護学科 

平成 27 年以降入学～

令和３年度入学 

総
合
基
礎
教
育
科
目 

人間の理解 ４単位 

生命科学・健康の理解 
５単位 

（うち必修３単位） 

社会・環境の理解 ４単位 

文化・コミュニケーショ

ンの理解 
７単位※ 

上記に算入するもののほ

かすべての選択科目から 
３単位 

専
門
教
育

科
目 

専門基礎科目 
20 単位 

（うち必修 20 単位） 

専門科目 
96 単位 

（うち必修 79 単位） 

上記に算入するもののほかす

べての選択科目から 
 

合         計 139 単位 

区      分 
理学療法学科 作業療法学科 

令和２年度以降入学 

総
合
基
礎
教
育
科
目 

科学的思考の基盤 
９単位 

（うち必修７単位） 

６単位 

（うち必修４単位） 

人間と生活 ６単位 
６単位 

（うち必修２単位） 

社会の理解 
４単位 

（うち必修２単位） 

６単位 

（うち必修２単位） 

語学 ４単位 ４単位 

専
門
教

育
科
目 

専門基礎科目 
32 単位 

（うち必修 31 単位） 

32 単位 

（うち必修 31 単位） 

専門科目 
75 単位 

（うち必修 69 単位） 

76 単位 

（うち必修 76 単位） 

合         計 130 単位 130 単位 



  

 

 

 

 

区      分 
看護学科 

令和４年度以降入学 

総
合
基
礎
教
育
科
目 

基礎演習 
３単位 

（うち必修３単位） 

自然と人間 
４単位 

（うち必修２単位） 

社会と文化 ６単位 

語学 ５単位 

上記に参入するもののほかすべての選択科目か

ら 
３単位 

学際 
２単位 

（うち必修２単位） 

専
門
教
育 

科
目 

専門基礎科目 
25 単位 

（うち必修 24 単位） 

専門科目 
93 単位 

（うち必修 75 単位）※ 

合         計 141 単位 

学部名 学科名 
卒業又は修了に必要

となる単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

保健医療学部 

看護学科 141 単位 ○有 ・無 -単位 

理学療法学科 130 単位 ○有 ・無 -単位 

作業療法学科 130 単位 ○有 ・無 -単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 
公表方法： 

https://www.yachts.ac.jp/faculty/risyu/tani.html 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法： 

https://www.yachts.ac.jp/off/announcement/entry-689.html 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.yachts.ac.jp/off/campus/ 

 

  



  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

保健医療

学部 

看護学科 

535,800 円 
（県内者）282,000 円 

（県外者）564,000 円 
0 円 

 

理学療法学科  

作業療法学科  

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生支援委員会を設置し、学生が学修に専念できるための環境整備、学生の生活支援、進

路支援をきめ細やかに行っている。 

また、学年担任制度を導入しており、各学年２名〜４名の専任教員を配置し学生の相談に

対応できる体制を整えている。 

このほか、本学では、学生が気軽に教員に質問や相談ができるように、教員のオフィスア

ワー制度を運用している。 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生支援委員と各学科の学年担当とが連携を図りながら、学生の進路相談・指導を行ってい

る。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生相談室を設置し、修学、心理面、対人関係などの相談に、７名の相談員（学外カウン

セラーを含む。）が随時対応している。 

 このほか、保健室に様々な相談にくる学生も多いため、保健室長をはじめとした関係職員

が、各学科長等と協議しながら適切な支援を行っている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.yachts.ac.jp/off/education/ 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

合計（年間）

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄（合計欄を含む。）について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、
当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。

本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第４条第２項第
１号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分、第Ⅳ区分（理工農）とは、それぞ
れ大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第２号イ～ニに掲げ
る区分をいう。

年間

46人（0）人

後半期

45人（0）人

19人

－

学校名（〇〇大学 等）

設置者名（学校法人〇〇学園 等）

山形県立保健医療大学

公立大学法人山形県立保健医療大学

前半期

支援対象者数
※括弧内は多子世帯の学生等（内数）

※家計急変による者を除く。
43人（0）人

17人第Ⅰ区分

学校コード（13桁） F106210101183

（備考）

12人 －

内
訳

第Ⅲ区分 － 15人

（うち多子世帯） （0人） （0人）

（うち多子世帯） （0人） （0人）

第Ⅱ区分

－第Ⅳ区分（多子世帯）

（うち多子世帯） （0人） （0人）

0人 0人

区分外（多子世帯） 0人 0人

第Ⅳ区分（理工農）

家計急変による
支援対象者（年間）

0人（0）人

46人（0）人



年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良である
ことについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含む。）、
高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修業年限が２
年以下のものに限る。）

0人 人 人

0人 人 人

人 人

0人 人 人

退学 0人

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受け
た者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消
しを受けた者の数

（備考）

（備考）

修業年限で卒業又は修了できないことが確
定

修得単位数が「廃止」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単
位時間数が廃止の基準に該当）

出席率が「廃止」の基準に該当又は学修意
欲が著しく低い状況

0人 人 人

0人 人 人

「警告」の区分に連続して該当
※「停止」となった場合を除く。

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の処分を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

計

0人

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取
消しを受けた者の数

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

右以外の大学等

後半期

年間 0人

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

前半期年間



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

ＧＰＡ等が下位４分の１ 0人 人 人

計 0人 人 人

出席率が「警告」の基準に該当又は学修意
欲が低い状況

0人 人 人

（備考）

修得単位数が「警告」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単
位時間数が警告の基準に該当）

0人 人 人

ＧＰＡ等が下位４分の１ 0人 人 人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停
止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（１）停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を
受けた者の数
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